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八王子市家庭的保育事業等事業認可等事務取扱要綱 

 

第１ 目的 

この事務取扱要綱制定の趣旨は、八王子市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する

条例（平成２６年条例第３６号。以下「条例」という。）及び八王子市児童福祉法施行細則（平

成２６年八王子市規則第４０号。以下「細則」という。）その他法令の定めるもののほか、八王

子市家庭的保育事業等の事業認可及び認可の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もっ

て事務処理の適正化、円滑化を目指すものである。 

 

第２ 基本的要件 

１ 事業主体 

家庭的保育事業等の事業主体は、社会福祉法人その他多様な主体とする。ただし、社会福

祉法人及び学校法人（以下「社会福祉法人等」という。）以外の者が事業主体となる場合は、

「家庭的保育事業等の認可等について」（平成２６年１２月１２日付雇児発第１２１２第６号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知第１の３の⑶）によるとともに、直近の会計期間に

おいて債務超過（負債が資産を上回っている状況）となっていないこと。 

２ 定員 

⑴ 定員 

ア 家庭的保育事業にあっては、１人以上５人以下とする。 

イ 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ａ型」という。）及び小規

模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」という。）にあっては６人

以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｃ型」と

いう。）にあっては、６人以上１０人以下とする。 

ウ 居宅訪問型保育事業にあっては、家庭的保育者１人に対し１人とする。 

エ 事業所内保育事業を行う事業所（以下「事業所内保育事業所」という。）にあっては、

条例第４２条に基づき次表の左欄に揚げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるそ

の他の乳児又は幼児の数以上の定員枠を設けなくてはならない。 

利用定員数 その他の乳児又は幼児の数 

１人以上５人以下 １人 

６人以上７人以下 ２人 

８人以上１０人以下 ３人 

１１人以上１５人以下 ４人 

１６人以上２０人以下 ５人 

２１人以上２５人以下 ６人 

２６人以上３０人以下 ７人 

３１人以上４０人以下 １０人 

４１人以上５０人以下 １２人 
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５１人以上６０人以下 １５人 

６１人以上 ２０人 

１人以上５人以下 １人 

⑵ 利用定員の弾力化 

家庭的保育事業等は、利用定員の範囲内で受け入れることを基本とする。ただし、条例

に定める面積及び職員配置基準を下回らない範囲内で、定員を超えて保育を実施すること

ができる。なお、連続する過去の５年度間常に定員を超えており、かつ、各年度の年間平

均在所率（当該年度内における各月の初日の在所人員の総和を各月の初日の認可定員の総

和で除したものをいう。）が１２０％以上のときは、定員の見直しを行うこと。 

３ 建物、設備 

家庭的保育事業等の構造及び設備は、建築基準法及び消防法等関係法令の定めるところに

従うほか、採光、換気等入所児童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払い、条例に定める

もの及び⑴～⑹の基準による設備を有し、適切に運営すること。 

⑴ 基準設備・面積等 

ア 家庭的保育事業 

区  分 要           件 

保育を行う

専用の部屋 

条例第２２条第１項第２号に定める面積を、保育に有効な面積（部屋

の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。以下同

じ。）として確保すること。 

屋外遊戯場 

条例第２２条第１項第５号及び第６号に定める満２歳以上の幼児１人

当たり３．３平方メートル（児童が実際に遊戯できる面積）以上の庭

（付近に代わるべき場所を含む。） 

調理設備 
乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることがないよう、保育を行う専用

の部屋と区画されていること。 
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イ 小規模保育事業 

区  分 

要           件 

小規模保育事業所Ａ・Ｂ型 小規模保育事業所 C 型 

乳児室又は

ほふく室 

条例第２８条第１項第２号に定め

る面積を、保育に有効な面積とし

て確保すること。 条例第３３条第１項第２号及び第

５号に定める面積を、保育に有効

な面積として確保すること。 
保育室又は

遊戯室 

条例第２８条第１項第５号に定め

る面積を、保育に有効な面積とし

て確保すること。 

屋外遊戯場 
満２歳以上の幼児１人当たり３．３平方メートル（児童が実際に遊戯

できる面積）以上（付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。） 

調理設備 
乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることがないよう、保育室等と区画

されていること。定員に見合う面積、設備を有すること。 

便 所 

便所には保育室用とは別に便所専用の手洗設備が設けられているとと

もに、保育室及び調理室と区画されており、かつ児童が安全に使用で

きるものであること。 

ウ 事業所内保育事業 

事業所内保育事業所（利用定員が１９人以下のものに限る。以下「小規模型事業所内

保育事業所」という。）については、イに定める小規模保育所Ａ・Ｂ型の基準に準じる。

また、事業所内保育事業所（利用定員が２０人以上のものに限る。以下「保育所型事業

所内保育事業所」という。）については、別に定める八王子市保育所設置認可等事務取扱

要綱第２の３建物、設備の基準に準じる。 

⑵ 非常口は、火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に２か所２方向設置されている

こと。保育室等を１階に設ける場合や屋上に屋外遊戯場を設ける場合においても、２方向

の避難経路を確保すること。 

⑶ 事業者は、「家庭的保育事業等における室内化学物質対策実施基準」（別紙１）に基づき、

室内化学物質を測定するとともに必要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設するこ

と。 

⑷ 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室（以下「保育室等」という。）及び医務室がある建物

は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 

ア 建築基準法における新耐震基準（昭和５６年６月１日施行）により建築された建物 

イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交

通省告示第１８４号）に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンク
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リート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはＩｓ値が０．７以上かつｑ値が

１．０以上若しくはＣｔｕＳｄ値０．３以上、木造の建築物にあってはＩｗ値が１．１

以上であることが確認された建築物 

⑸ 保育室等を２階に設置する場合は、小規模保育事業所及び小規模型事業所内保育事業所

については条例第２８条第１項第７号の基準、保育所型事業所内保育事業所については条

例第４３条第１項第７号の基準を満たしていること。 

⑹ １００㎡以上の小規模保育事業所及び事業所内保育事業所を設置する場合にあっては、

建築基準法に基づき建物を保育所の用途とすること。用途区分が保育所の用途で無い場合

にあっては、建築士による建築基準法等の保育所の基準を満たしていることを証する文書

を提出すること。 

４ 職員 

⑴ 職員配置基準 

ア 保育従事者 

(ｱ) 家庭的保育事業所 

条例第２３条に規定する家庭的保育者を置かなければならない。 

また、家庭的保育者１人が保育することができる乳幼児の数は、３人以下とす

るが、家庭的保育者が、家庭的保育補助者（市長が行う研修（市長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者であって、家庭的保

育者を補助するものをいう。）とともに保育する場合には、５人以下とする。 

(ｲ) 小規模保育事業所Ａ型 

ａ 条例第２９条第２項に規定する保育士は、児童の定員及び入所児童数のそれぞ

れについて、以下の計算式により算出し、いずれか多い方の員数（以下「基準職

員」という。）とする。 

（計算式） 

条例第２９条第２項に規定する児童の年齢別に同条に規定する保育士の員

数の基準となる児童数で除し、小数点第１位（小数点第２位以下切り捨て）ま

で求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数に１を加えた数 

ｂ ａに規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤

務する保健師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

(ｳ) 小規模保育事業所Ｂ型 

ａ 条例第３１条第２項に規定する保育従事者は、児童の定員及び入所児童数のそ

れぞれについて、以下の計算式により算出し、いずれか多い方の員数とし、その

うち保育士が１０分の６以上の割合を占めるものとする。 

（計算式） 

条例第３１条第２項に規定する児童の年齢別に同条に規定する保育従事者

の員数の基準となる児童数で除し、小数点第１位（小数点第２位以下切り捨て）

まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数に１を加えた数 
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なお、保育士の員数は、保育従事者の員数に６/１０を乗じ、小数点第１位

（小数点第２位以下切り捨て）まで求め、小数点以下を四捨五入した数とする。 

ｂ ａに規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤

務する保健師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

(ｴ) 小規模保育事業所Ｃ型 

条例第２３条に規定する家庭的保育者を置かなければならない。また、家庭的

保育者１人が保育することができる乳幼児の数は、３人以下とするが、家庭的保

育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、５人以下とする。 

(ｵ) 居宅訪問型保育事業 

家庭的保育者１人が保育することができる乳幼児の数は１人とする。 

(ｶ) 保育所型事業所内保育事業所 

ａ 条例第４４条第２項に規定する保育士は、児童の定員及び入所児童数のそれぞ

れについて、以下の計算式により算出し、いずれか多い方の員数とする。 

（計算式） 

条例第４４条第２項に規定する児童の年齢別に同条に規定する保育士の員

数の基準となる児童数で除し、小数点第１位（小数点第２位以下切り捨て）ま

で求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数 

なお、実際の保育にあたり配置する保育士等の数は、登園児童に対して同様

の方法により算出するが、算出した結果、必要保育士数が１名の場合であって

も、常時２人を下回ってはならない。 

ｂ ａに規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業

所に勤務する保健師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

(ｷ) 小規模型事業所内保育事業所（小規模保育事業Ａ型の基準が適用される事業所） 

ａ 条例第４７条第２項に規定する保育士は、児童の定員及び入所児童数のそれぞ

れについて、以下の計算式により算出し、いずれか多い方の員数とする。 

（計算式） 

条例第４７条第２項に規定する児童の年齢別に同条に規定する保育士の員

数の基準となる児童数で除し、小数点第１位（小数点第２位以下切り捨て）ま

で求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数に１を加えた数 

ｂ ａに規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業

所に勤務する保健師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

(ｸ) 小規模型事業所内保育事業所（小規模保育事業Ｂ型の基準が適用される事業所） 

条例第４７条第２項に規定する保育従事者は、児童の定員及び入所児童数のそ

れぞれについて、以下の計算式により算出し、いずれか多い方の員数とし、その

うち保育士が１０分の６以上の割合を占めるものとする。 

（計算式） 

条例第４７条第２項に規定する児童の年齢別に同条に規定する保育従事者
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の員数の基準となる児童数で除し、小数点第１位（小数点第２位以下切り捨て）

まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数に１を加えた数。 

なお、保育士の員数は、保育従事者の員数に６/１０を乗じ、小数点第１位

（小数点第２位以下切り捨て）まで求め、小数点以下を四捨五入した数とする。 

(ｹ) 保育士は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士（各施設の就業規則

等で定めた常勤のうち、期間の定めのない労働契約を結び（１年以上の労働契約を結

んでいる者を含む。）、労働基準法施行規則（昭和２２年厚生省令第２３号）第５条第

１項第１の３号により明示された就業の場所が当該施設であり、かつ従事すべき業務

が保育であるものであって、１日６時間以上かつ月２０日以上、常態的に勤務し、当

該施設（一括適用の承認を受けている場合は本社等）を適用事業所とする社会保険の

被保険者であるもの。以下「常勤保育士」という。）をもって確保することを基本とす

る。ただし、事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対

応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、次の条件を満た

す場合には、保育士の一部に短時間勤務の保育士（１日６時間未満又は月２０日未満

勤務の保育士）及びその他の常勤保育士以外の保育士を充てても差し支えない。 

なお、この適用に当たっては、保育所保育指針（平成２０年厚生労働省告示第１４

１号）による子どもの発達に応じた組やグループ編成を適切に行うとともにこれを明

確にしておくこと。 

ａ 常勤保育士（小規模保育事業所Ｂ型及び小規模保育事業Ｂ型の基準が適用され

る小規模型事業所内保育事業所においては、常勤保育従事者）が各組や各グルー

プ１人以上（乳児を含む組やグループに係る(ｹ)により算出された保育士の定数が

２人以上の場合は、２人以上）配置されていること。 

ｂ 常勤保育士に代えて短時間勤務の保育士及びその他の常勤保育士以外の保育士

を充てる場合の勤務時間数は、常勤保育士を充てる場合の勤務時間数を上回るこ

と。 

(ｺ) 留意すべき事項 

ａ 職員会議等を通じて職員間の連携を十分図るとともに、各種研修への参加機会

の確保等に努めること。 

ｂ 短時間勤務労働者の雇用管理の改善等に関する法律や雇用保険法等の労働関係

法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生じることのないよう留意

すること。 

ｃ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第４８条の４第

１項に準じ、保育士の勤務実態の状況等について情報提供に努めること。 

イ 嘱託医及び調理員 

(ｱ) 家庭的保育事業等事業所には居宅訪問型保育事業を除き、嘱託医及び調理員を置か

なければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合は調理員を置かないこと

ができる。また、条例第１１条に基づき他の社会福祉施設等を併せて設置する場合に
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は、調理員は兼ねることができる。 

(ｲ) 調理業務の全部を委託する場合には、「保育所における調理業務の委託について」

（平成１０年２月１８日付児発第８６号厚生省児童家庭局長通知）に定めるところに

よること。 

⑵ 管理者 

ア 管理者要件 

家庭的保育事業等事業所（家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業を除く。）には、管

理者を置くこと。 

管理者によってその運営が左右されることが多いことから、保育事業の適正かつ円滑

な推進を図るため、(ｱ)及び(ｲ)いずれにも該当するか、又は(ｳ)に該当すること。 

(ｱ) 保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業

等及び認証保育所（以下「保育所等」という。）において２年以上勤務した経験を有

する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、

又は経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。 

(ｲ) 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準ずる

者を含む。）及び管理者等を含む運営委員会（家庭的保育事業の運営に関し、当該家

庭的保育事業等の事業者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。）を設置す

ること。ただし、定員５人以下の事業所内保育事業所においては運営委員会を置かな

いことができる。 

(ｳ) 経営者に保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び管理者を含むこと。 

イ 管理者と事業主体代表者の兼任 

管理者と事業主体代表者の兼任については、次の(ｱ)から(ｳ)までの要件を満たし、実

施事業が当該施設のみの場合又は当該施設が開設した後である場合に限り、兼任しても

差し支えないものとする。 

(ｱ) 公共性が確保されているとともに公正な運営がなされており、今後も引き続き適正

な運営が確保できること。 

(ｲ) 他に適当な人材を求めることが困難であること。 

(ｳ) 当該者が常勤、非常勤を問わず、他に有給の職を有していないこと。（他の団体役

員等で、その職務上、当該事業所の運営に支障がないと認められる場合を除く。） 

５ 衛生管理 

⑴ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、必要な医薬品その他

の医療品を備え、それらの管理を適正に行わなければならない。 

⑵ 家庭的保育事業者等は、当該家庭的保育事業所等における感染症又は食中毒の発生又は

まん延を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

⑶ 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必

要な管理を行わなければならない。 
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⑷ 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的な管

理に努めなければならない。 

⑸ 調理や調乳を行う者については、「児童福祉施設等における衛生管理について」（平成１

６年１月２０日付雇児発第１２０００１号・障発第１２０００５号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長・社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）を遵守し、月１回の腸内細菌検

査を実施し、施設における衛生管理及び食中毒予防を徹底すること。 

６ 特定教育・保育施設等との連携 

家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育者を除く。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ

確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に

対して必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律

に定める学校において行われる教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供

されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下

「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の確保が著しく

困難であると市長が認める地域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保育者を除く。）を行

う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

⑴ 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭

的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

⑵ 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業者等の職員の病気、休暇等により保育を提供

することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。）を

提供すること。 

⑶ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業

所の利用乳幼児にあっては、第２の２⑴エ（事業所内保育事業所の利用定員）に規定する

その他の乳児又は幼児に限る。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係

る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供

すること。 

⑷ 保育所型事業所内保育事業所については、⑴及び⑵に係る連携の協力を求めることを要

しない。 

 

第３ 事業認可（届）の手続 

１ 家庭的保育事業等の事業認可の手続 

家庭的保育事業等の認可を受けようとする事業主体は、法第３４条の１５第２項、児童福

祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「省令」という。）第３６条の３６第１項、

第２項及び細則第１４条第１項第１号の規定に基づき、以下のとおり申請の手続を行うこと。 

⑴ 計画承認申請書の提出 

家庭的保育事業等の認可を受けようとする事業主体は、計画の承認を受けるため、計画

承認申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添付し、市長が指定する日までに提出す

ること。 
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ア 建物、その他の設備関係 

(ｱ) 施設の案内図（最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路等、

周辺環境が分かるもの） 

(ｲ) 施設の配置図（隣地の状況等が分かるもの） 

(ｳ) 建物の平面図 

(ｴ) 施設内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図（非常口が火災等非常時

に入所児童の避難に有効な位置に２か所２方向設置されていることが分かるもの。） 

(ｵ) 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を

紛失している場合は検査済証に代えて台帳記載事項証明書を提出すること。（既存建

築物の場合） 

(ｶ) 第２の３⑷イに規定する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類 

イ 家庭的保育事業等の運営方針 

家庭的保育事業等運営規程（条例第１８条に定める重要事項に関する規定及び条例第

２１条に基づく苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの） 

ウ 事業者の状況 

社会福祉法人等にあっては次の(ｱ)から(ｹ)及び(ｻ)に掲げる書類、社会福祉法人等以外

の者にあっては(ｱ)から(ｼ)に掲げる書類 

(ｱ) 法人の登記事項証明書（法人の場合） 

(ｲ) 定款又は寄付行為の写し（法人の場合） 

(ｳ) 印鑑証明書 

(ｴ) 法第３４条の１５第３項の基準に関する誓約書（第５号様式） 

(ｵ) 資金計画書 

(ｶ) 当該家庭的保育事業等事業所の今後５年間の収支予算書（当該施設を開設するに当

たって借入等を行う場合は返済額についても記載すること。） 

(ｷ) 直近３年間の決算報告書（監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税

理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの） 

(ｸ) 事業者全体の今後５年間の収支（損益）予算書 

(ｹ) 事業者全体の今後５年間の借入金等返済（償還）計画 

(ｺ) 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書（事業者が新規設立法人の場合） 

(ｻ) 預貯金の残高証明書（計画承認申請書の提出期限の２か月前以降の時点の残高のも

の） 

(ｼ) 納税証明書（別に定める内容のもの） 

エ 調査書（第４号様式） 

オ 家庭的保育事業等計画承認申請概要（第１号様式の２） 

カ その他市長が必要と認めるもの 

⑵ 家庭的保育事業等事業認可申請書の提出 

家庭的保育事業等の認可を受けようとする事業主体は、省令第３６条の３６第１項及び
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細則第１４条第１項第１号の規定により、家庭的保育事業等事業認可申請書（第６号様式）

に次に掲げる書類を添付し、市長が指定する日までに提出すること。 

なお、所属職員をして、その施設につき実地調査を行い、申請内容の事実確認を行うこ

と。 

ア 職員関係 

(ｱ) 職員の構成（第２号様式） 

(ｲ) 基準職員（第２の４⑴アで規定された職員をいう。以下同じ。）の履歴書の写し（嘱

託医及び、第２の４⑴イ(ｱ)により調理員を置かない家庭的保育事業所等（居宅訪問

型保育事業を除く。）の調理員は不要） 

(ｳ) 保育士証又は市が行う研修修了証の写し 

(ｴ) 医師の免許証の写し 

(ｵ) 保健師、看護師を配置する場合には当該免許証の写し 

(ｶ) 所定労働時間等の明記された非常勤職員の雇用通知書（控）の写し（ただし、基準

職員以外の非常勤職員及び嘱託医、調理員を除く。） 

(ｷ) 調理業務を第三者に委託して給食提供する場合には調理業務委託契約書の写し 

(ｸ) 第２の４⑵アに定める管理者要件を充足することを証する書面（勤務証明等） 

イ 建物、その他の設備関係 

(ｱ) 施設の案内図（最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路等、

周辺環境が分かるもの） 

(ｲ) 施設の配置図（隣地の状況等が分かるもの） 

(ｳ) 建物の平面図 

(ｴ) 各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図（非常口が火災等非常時に入所児

童の避難に有効な位置に２か所２方向設置されていることが分かるもの） 

(ｵ) 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を

紛失している場合は検査済証に代えて台帳記載事項証明書を提出すること。（既存建

築物の場合） 

(ｶ) 保育室等を２階以上に設置する場合は、一級建築士による、小規模保育事業所及び

小規模型事業所内保育事業所については条例第２８条第１項第７号の基準、保育所型

事業所内保育事業所については条例第４３条第１項第７号の基準を満たしているこ

とを証する書類 

(ｷ) 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し（用途の区分が保育所用途でな

い場合にあっては、建築士による建築基準法等の保育所の基準を満たしていることを

証する文書） 

(ｸ) 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、申請時に登記がなされていない場合には、

別に定める日までに提出すること。（自己所有物件の場合） 

(ｹ) 土地・建物の貸与、使用許可、使用承認を受けていることを証する書面及び国又は

地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、「不動産の貸与を受けて保育所を設置
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する場合の要件緩和について」（平成１６年５月２４日付雇児発第０５２４００２

号・社援発第０５２４００８号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名

通知）により実施していることを証する書面（土地・建物が自己所有でない場合） 

(ｺ) 東京都火災予防条例第５６条の２に基づく届出により消防署から通知される「検査

結果通知書」の写し 

(ｻ) ｢家庭的保育事業等における室内化学物質対策実施基準」（別紙１）に基づき実施し

た測定結果（厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること） 

(ｼ) 第２の３⑷イに規定する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類 

ウ 家庭的保育事業等の運営方針 

(ｱ) 庭的保育事業等運営規程（条例第１８条に定める重要事項に関する規定及び条例第

２１条に基づく苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの） 

(ｲ) 就業規則（給与規程等を含む。家庭的保育事業及び個人事業者の場合不要） 

(ｳ) 重要事項説明書等（利用申込者に対し、八王子市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営の基準に関する条例第３９条に定める重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、同意を得る重要事項を記した文書） 

(ｴ) 利用する子どもに関して契約している保険又は共済制度への加入を証する書類の

写し 

エ 事業者の状況 

社会福祉法人等にあっては次の(ｱ)から(ｺ)及び(ｼ)に掲げる書類、社会福祉法人等以外

の者にあっては(ｱ)から(ｽ)に掲げる書類 

(ｱ) 法人代表者の履歴書 

(ｲ) 法人の登記事項証明書 

(ｳ) 定款又は寄付行為の写し 

(ｴ) 印鑑証明書 

(ｵ) 法第３４条の１５第３項の基準に関する誓約書（第５号様式） 

(ｶ) 資金計画書 

(ｷ) 当該家庭的保育事業等事業所の今後５年間の収支予算書（当該施設を開設するに当

たって借入等を行う場合は返済額についても記載すること。） 

(ｸ) 直近３年間の決算報告書（監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税

理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの） 

(ｹ) 事業者全体の今後５年間の収支（損益）予算書 

(ｺ) 事業者全体の今後５年間の借入金等返済（償還）計画 

(ｻ) 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書（事業者が新規設立法人の場合） 

(ｼ) 預貯金の残高証明書（認可申請書の提出期限の１か月前以降の時点の残高のもの） 

(ｽ) 納税証明書（別に定める内容のもの） 

オ 調査書（第４号様式） 

カ 家庭的保育事業等認可申請概要（第１１号様式） 
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キ その他市長が必要と認めるもの 

⑶ 家庭的保育事業等事業認可書の交付 

市長は、家庭的保育事業等の事業認可をしたときは、細則第１４条第２項の規定により、

家庭的保育事業等事業認可書（第７号様式）を当該申請者に交付するものとする。 

 

第４ 内容変更（届）の手続 

１ 家庭的保育事業等の内容変更の手続 

家庭的保育事業等の建物その他設備の規模、構造、配置、定員等の運営方法、代表者又は

管理者等を変更しようとする事業主体は、市長が指定する日までに、省令第３６条の３６第

３項若しくは第４項及び細則第１４条第１項第２号の規定により、家庭的保育事業等事業内

容変更届（第８号様式）に次に掲げる書類を添付し、提出すること。 

なお、所属職員をして届出内容の確認を行わせるとともに、建物、その他の設備の変更に

ついては実地調査を必要とするものであること。 

⑴ 名称の変更 

市長が必要と認めるもの 

⑵ 所在地（住所）表示の変更 

市から発行される住居表示変更の通知 

⑶ 事業者の名称の変更 

印鑑証明書（事後提出） 

⑷ 事業者の代表者の変更 

ア 印鑑証明書（事後提出） 

イ 代表者の履歴書 

⑸ 事業者の住所（法人の場合は主たる事務所の所在地）の変更 

ア 印鑑証明書（事後提出） 

イ 市から発行される住居表示変更の通知 

⑹ 土地、建物の規模構造及び使用区分（保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置

等）並びに屋外遊戯場の変更 

ア 建物・土地の状況（第３号様式） 

イ 変更前及び変更後の施設の配置図 

ウ 変更前及び変更後の施設の建物の平面図 

エ 施設内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図（非常口が火災等非常時に

入所児童の避難に有効な位置に２か所２方向設置されていることが分かるもの） 

オ 保育室等を２階以上に新たに設置する場合は、一級建築士による、小規模保育事業所

及び小規模型事業所内保育事業所については条例第２８条第１項第７号の基準、保育所

型事業所内保育事業所については条例第４３条第１項第７号の基準を満たしていること

を証する書類 

カ 建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し（建物の規模構造に変更がある場合に
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限る。） 

キ 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、

運用を開始する日より前の開庁日までに提出すること。（自己所有物件で土地、建物の規

模構造に変更がある場合に限る。） 

ク ｢家庭的保育事業等における室内化学物質対策実施基準」（別紙１）に基づき実施した

測定結果（厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。工事を

伴う建物の変更の場合に限る。） 

ケ 土地・建物の貸与、使用許可、使用承認を受けていることを証する書面及び、国又は

地方公共団体以外から貸与を受ける場合には「不動産の貸与を受けて保育所を設置する

場合の要件緩和について」（平成１６年５月２４日付雇児発第０５２４００２号・社援発

第０５２４００８号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知）により

実施していることを証する書面（自己所有でない土地・建物を新たに活用する場合） 

コ 調査書（第４号様式） 

サ 家庭的保育事業等認可申請概要（第１１号様式）（施設の名称、定員、保育室等の面積

及び屋外遊技場の面積のみ記載すること。） 

⑺ 定員又は年齢区分の変更 

ア 職員の構成（第２号様式） 

イ 調査書（第４号様式） 

ウ 家庭的保育事業等認可申請概要（第１１号様式）（施設の名称、定員、保育室等の面積

及び屋外遊技場の面積のみ記載すること。） 

⑻ 管理者の変更 

第２の４⑵アの管理者要件の趣旨を十分勘案の上、行うこと。 

ア 管理者の履歴書 

イ 家庭的保育事業等認可申請概要（第１１号様式）（施設の名称及び該当する項目のみ記

載すること。） 

⑼ 調理業務に関する変更 

ア 調理業務委託契約書の写し（新たに委託を開始する場合及び委託先を変更する場合） 

イ 調査書（第４号様式） 

⑽ その他 

事業の運営についての重要事項に関する規程 

 

第５ 廃止・休止 

家庭的保育事業等の廃止・休止については、その公共性から保育事業に多大な影響を及ぼす

ため、事業者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって、市長に協議

すること。また、休止とは原則として１年を超えない期間停止することである。 

なお、建物設備について国庫や都及び市の補助がなされた事業所を廃止しようとするときは、

あらかじめ文書をもって市長あてに協議しなければならない。 
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１ 家庭的保育事業等の廃止又は休止の手続 

家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとする事業主体は、省令第３６条の３７及び細則

第１４条第１項第３号の規定により、家庭的保育事業等廃止（休止）承認申請書（第９号様

式）に次に掲げる書類を添付し、市長が指定する日までに提出すること。 

⑴ 財産処分の具体的方法 

⑵ 職員の退職後の状況 

⑶ 入所児童の具体的な受け入れ計画（児童の氏名、年齢、受け入れ先の保育所等の施設名、

受け入れ予定年月日） 

２ 家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認 

市長は、家庭的保育事業等を廃止又は休止の承認をしたときは、細則第１４条第３項の規

定により、家庭的保育事業等廃止（休止）承認書（第１０号様式）を当該申請者に交付する

ものとする。 

 

附則 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

第１ この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成２４年法律第６７号）の施行の日から施行する。 

（準備行為） 

第２ この要綱の施行の日以後において現に存する法第３９条第１項に規定する業務を目的

とする施設又は事業を行う者は、この要綱に定める基準に適合するために必要な行為その

他の準備行為については、前条に掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。 

（食事の提供の経過措置） 

第３ この要綱の施行の日の前日において現に存する法第３９条第１項に規定する業務を目

的とする施設若しくは事業を行う者が、この要綱の施行の日以後に家庭的保育事業等の認

可を得た場合においては、この要綱の施行の日から起算して５年を経過する日までの間は、

要綱第２の３⑴（調理室に係る部分に限る）及び要綱第２の４⑴ウ（調理員に係る部分に限る。）

の規定は、適用しないことができる。 

（連携施設の経過措置） 

第４ 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援

法第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができ

ると市長が認める場合は、要綱第２の１０本文の規定にかかわらず、この要綱の施行の日

から起算して５年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

（小規模保育事業所Ｂ型等に関する経過措置） 

第５ 要綱第２の４⑴ア(ｳ)及び要綱第２の４⑴ア(ｷ)の規定の適用については、要綱第２の
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４⑴ア(ｱ)ａに規定する家庭的保育者又は要綱第２の４⑴ア(ｱ)ｂに規定する家庭的保育補

助者は、この条例の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、要綱第２の４⑴ア

(ｳ)及び要綱第２の４⑴ア(ｷ)に規定する保育従事者とみなす。 

（利用定員に関する経過措置） 

第６ 小規模保育事業所Ｃ型にあっては、要綱第２の２⑴イの規定にかかわらず、この要綱

の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、その利用定員を６人以上１５人以下

とすることができる。 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年６月１３日から施行する。 


